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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の体表面の一部から得られる体表面データの時系列変化を示す体表面変化情報を
取得し、前記体表面変化情報を、所定の色成分に分解する色分解処理を行う体表面変化情
報取得部（１１０）と、
　前記対象者の動きを検知する動き検知部（１２０）と、
　前記対象者の動きを前記検知部が検知した後に前記所定の色成分が増加してから元に戻
るまでの時間に基づいて、前記対象者における起立性低血圧のおそれを判定する生理状態
判定部（１３０）と、
　を備える判定システム（１）。
【請求項２】
　前記体表面データは、前記対象者の顔面から得られるデータである、
請求項１に記載の判定システム。
【請求項３】
　前記体表面データは、前記対象者の顔色に関するデータである、
請求項１に記載の判定システム。
【請求項４】
　前記体表面データは、前記対象者の指先の表面から得られるデータである、
請求項１に記載の判定システム。
【請求項５】
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　前記対象者に接することなく前記体表面を撮影する第１撮影部（２００）をさらに備え
、
　前記体表面データは、前記第１撮影部が撮影した第１撮影画像データである、
請求項１に記載の判定システム。
【請求項６】
　前記色空間処理部は、前記色分解処理において、前記体表面変化情報を、Ｒ成分、Ｇ成
分、および、Ｂ成分の３つの色成分に分解する、
請求項１に記載の判定システム。
【請求項７】
　前記対象者の動きは、前記対象者の頭部または心臓の高さ変化を含む動きである、
請求項１に記載の判定システム。
【請求項８】
　前記対象者に接することなく前記対象者を撮影する第２撮影部（３００）をさらに備え
、
　前記動き検知部は、前記第２撮影部が撮影した第２撮影画像データに基づいて前記対象
者の動きを検知する、
請求項１に記載の判定システム。
【請求項９】
　前記動き検知部は、前記体表面データに基づいて前記対象者の動きを検知する、
請求項１から５のいずれかに記載の判定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　判定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　起立性低血圧を検出するためには体位変化時の血圧の変化を測定する必要があり、従来
、接触式の装置で血圧を測定していた（特許文献１（実用新案登録３１２１８４２号公報
）参照）。また、その他に、接触式で血圧の変化を時系列で測定できる連続血圧計などが
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　体位変化時の血圧の変化を測定するのは測定作業が煩雑であり、測定作業を簡便にする
ことが求められているという課題がある。また、連続血圧計は高価なため、心拍数変化の
測定で代替されているという課題がある。このように、血圧のような身体の生理状態を簡
易に判定することが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第１観点の判定システムは、顔面変化情報取得部と、動き検知部と、生理状態判定部と
、を備える。顔面変化情報取得部は、対象者の体表面の一部から得られる体表面データの
時系列変化を示す体表面変化情報を取得する。動き検知部は、対象者の動きを検知する。
生理状態判定部は、対象者の動きを検知した時の体表面データに基づいて、対象者の精神
又は身体の生理状態を判定する。
【０００５】
　この判定システムでは、対象者の精神又は身体の生理状態を簡易に判定することができ
る。
【０００６】
　第２観点の判定システムは、第１観点の判定システムであって、体表面データは、前記
対象者の顔面から得られるデータである。
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【０００７】
　第３観点の判定システムは、第１観点の判定システムであって、体表面データは、対象
者の顔色に関するデータである。
【０００８】
　第４観点の判定システムは、第１観点の判定システムであって、体表面データは、対象
者の指先の表面から得られるデータである。
【０００９】
　第５観点の判定システムは、第１観点の判定システムであって、対象者に接することな
く体表面の一部を撮影する第１撮影部をさらに備える。体表面データは、第１撮影部が撮
影した第１撮影画像データである。
【００１０】
　この判定システムでは、測定者及び対象者の負担を軽減できる。
【００１１】
　第６観点の判定システムは、第１観点から第５観点のいずれかの判定システムであって
、体表面変化情報取得部は、体表面変化情報を、所定の成分に分解する色分解処理を行う
色空間処理部を有する。
【００１２】
　この判定システムでは、非接触で対象者の精神又は身体の生理状態を判定することがで
きる。
【００１３】
　第７観点の判定システムは、第６観点の判定システムであって、色空間処理部は、色分
解処理において、体表面変化情報を、Ｒ成分、Ｇ成分、および、Ｂ成分の３つの色成分に
分解する。
【００１４】
　第８観点の判定システムは、第６または第７観点の判定システムであって、体表面変化
情報取得部は、色空間処理部により色分解処理をされた体表面変化情報に含まれる色成分
から、前記生理状態の特徴が表れる成分、および／または、変換値を取得する。
【００１５】
　第９観点の判定システムは、第１観点の判定システムであって、対象者の動きは、対象
者の頭部等の高さ変化を含む動きである。
【００１６】
　第１０観点の判定システムは、第１観点の判定システムであって、対象者に接すること
なく対象者を撮影する第２撮影部をさらに備える。動き検知部は、第２撮影部が撮影した
第２撮影画像データに基づいて対象者の動きを検知する。
【００１７】
　第１１観点の判定システムは、第１観点から第５観点のいずれかの判定システムであっ
て、動き検知部は、体表面データに基づいて前記対象者の動きを検知する。
【００１８】
　第１２観点の判定システムは、第１観点の判定システムであって、生理状態は、対象者
の血圧、脈拍、心拍、自律神経系の低下又は亢進を含む。
【００１９】
　この判定システムでは、様々な生理状態を判定できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】判定システムを示す図
【図２Ａ】制御部の処理における対象者の動作を示す図
【図２Ｂ】制御部の処理の流れを示すフローチャート
【図３Ａ】測定結果の一例を示す図
【図３Ｂ】測定結果の一例を示す図
【図３Ｃ】測定結果の一例を示す図
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【図３Ｄ】測定結果の一例を示す図
【図４Ａ】測定結果の他の例を示す図
【図４Ｂ】測定結果の他の例を示す図
【図４Ｃ】測定結果の他の例を示す図
【図４Ｄ】測定結果の他の例を示す図
【図５Ａ】測定結果の他の例を示す図
【図５Ｂ】測定結果の他の例を示す図
【図５Ｃ】測定結果の他の例を示す図
【図５Ｄ】測定結果の他の例を示す図
【図６】判定システムを示す図
【図７】体表面記録用カメラにより対象者の指先表面を撮影する様子を示す概略図
【図８】制御部の処理の流れを示すフローチャート
【図９Ａ】測定結果の一例を示す図
【図９Ｂ】測定結果の他の例を示す図
【図９Ｃ】測定結果の他の例を示す図
【図９Ｄ】測定結果の他の例を示す図
【図９Ｅ】測定結果の他の例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　＜第１実施形態＞
　（１）全体構成
　第１実施形態に係る判定システム１を図１に示す。
【００２２】
　判定システム１は、判定対象である対象者の体表面の一部から得られる画像データ（体
表面データ）を用いて、精神又は身体の生理状態を判定する。判定システム１は、制御部
１００と、顔面記録用カメラ２００と、顔位置記録用カメラ３００とを備えている。制御
部１００は、顔面変化情報取得部１１０と、動き検知部１２０と、生理状態判定部１３０
とを備えている。
【００２３】
　なお、制御部１００は、制御演算装置と、記憶装置と（いずれも不図示）、を備えるコ
ンピュータにより実現することができる。制御演算装置は、ＣＰＵ又はＧＰＵといったプ
ロセッサである。制御演算装置は、記憶装置に記憶されている制御プログラムを読み出し
、この制御プログラムに従って各処理を行う。さらに、制御演算装置は、制御プログラム
に従って、演算結果を記憶装置に書き込んだり、記憶装置に記憶されている情報を読み出
したりすることができる。
【００２４】
　顔面記録用カメラ２００から顔面変化情報取得部１１０に、第１撮影画像データが入力
される。顔位置記録用カメラ３００から動き検知部１２０に、第２撮影画像データが入力
される。
【００２５】
　（２）詳細構成
　（２－１）顔面変化情報取得部
　顔面変化情報取得部１１０は、対象者の顔面データの時系列変化を示す顔面変化情報を
取得する体表面変化情報取得部である。具体的には、顔面変化情報取得部１１０は、顔面
記録用カメラ２００により撮影された対象者の撮影画像である第１撮影画像データを、対
象者の顔色に関する体表面データである顔面データとして時系列に沿って記録し、顔面デ
ータの時系列変化を示す体表面変化情報である顔面変化情報を取得する。
【００２６】
　また、顔面変化情報取得部１１０は、顔面データとして、第１撮影画像データに含まれ
る対象者の副鼻腔周辺、および／または、前額部の画像データを用いてもよい。
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【００２７】
　また、顔面変化情報取得部１１０は、色空間処理部１４０を有する。色空間処理部１４
０は、顔面変化情報を、Ｒ成分、Ｇ成分及びＢ成分の３つの色成分に分解する色分解処理
を行う。
【００２８】
　顔面変化情報取得部１１０は、色空間処理部１４０により色分解処理をされた顔面変化
情報に含まれる色成分から、生理状態の特徴が表れる成分、および／または、変換値を取
得する。
【００２９】
　（２－２）動き検知部
　動き検知部１２０は、第２撮影画像データに含まれる所定の部位の特徴点の高さと動き
に基づいて、対象者の動きを検知する。対象者の動きとは、心臓と頭部の相対高さが変わ
らない動き（例えば坐位から立位）の場合には頭部の高さ変化であり、心臓と頭部の相対
高さが変わる動き（例えば頭部固定型のヘッドアップティルト試験（Head-up tilt test
））の場合には心臓の高さ変化である。
【００３０】
　たとえば対象者が椅子に座った状態から立ち上がると、第２撮像画像データに含まれる
対象者の顔面の特徴点が動いて静止する。対象者の頭部の高さが変化したことで、対象者
が立ち上がったことが検知される。
【００３１】
　（２－３）生理状態判定部
　生理状態判定部１３０は、動き検知部１２０が対象者の動きを検知した時の顔面データ
に基づいて、対象者の精神又は身体の生理状態を判定する。より詳細には、生理状態判定
部１３０は、顔面変化情報取得部１１０が取得した生理状態の特徴が表れる成分、および
／または、変換値に基づいて、対象者の精神又は身体の生理状態を判定する。生理状態は
、対象者の血圧、脈拍、心拍、自律神経系の低下又は亢進を含む。
【００３２】
　（２－４）顔面記録用カメラ
　顔面記録用カメラ２００は、対象者に接することなく（非接触で）対象者を撮影する第
１撮影部である。顔面記録用カメラ２００は、撮影した第１撮影画像データを顔面変化情
報取得部１１０に入力する。
【００３３】
　（２－５）顔位置記録用カメラ
　顔位置記録用カメラ３００は、対象者に接することなく（非接触で）対象者を撮影する
第２撮影部である。顔位置記録用カメラ３００は、撮影した第１撮影画像データを顔面変
化情報取得部１１０に入力する。
【００３４】
　（３）全体動作
　図２Ａは、判定システム１が判定を行う対象者の動作の一例を示す。以下では、対象者
が図２Ａに示した動作をした場合を例に、判定システム１が行う判定処理について説明す
る。まず、対象者が椅子に座り、３０秒間安静にする（坐位）。次に、測定者が対象者に
起立指示をすると、対象者は約３秒間で起立する（起立動作）。次に、対象者は立ったま
ま、６０秒間安静にする（立位）。
【００３５】
　図２Ｂは、制御部１００の処理の流れを示す。
【００３６】
　制御部１００の処理開始時に、対象者は、顔面記録用カメラ２００と顔位置記録用カメ
ラ３００の前に置かれた椅子に座っている（坐位）。制御部１００が処理を開始すると、
顔面記録用カメラ２００から顔面変化情報取得部１１０に、対象者の顔面の第１撮影画像
データが入力される。顔位置記録用カメラ３００から動き検知部１２０に、対象者の第２
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撮影画像データが入力される。
【００３７】
　対象者が椅子に座った状態から立ち上がると（起立動作）、顔位置記録用カメラ３００
から動き検知部１２０に入力される第２撮影画像データに基づき、動き検知部１２０が、
対象者の動きを検知する（ステップＳ１１１）。
【００３８】
　次に、顔面記録用カメラ２００から顔面変化情報取得部１１０に入力される第１撮影画
像データに基づき、顔面変化情報取得部１１０が、対象者の顔面データの時系列変化を示
す顔面変化情報を取得する（ステップＳ１１２）。この際、顔面変化情報取得部１１０は
、顔面データとして、例えば、第１撮影画像データに含まれる対象者の副鼻腔周辺、及び
／又は、前額部の画像データを用いる。また、顔面変化情報取得部１１０の色空間処理部
１４０は、顔面変化情報を、Ｒ成分（Ｒｅｄ成分）、Ｇ成分（Ｇｒｅｅｎ成分）、および
、Ｂ成分（Ｂｌｕｅ成分）の３つの色成分等に分解する色分解処理を行う。
【００３９】
　次に、顔面変化情報取得部１１０は、取得された顔面変化情報を解析する（ステップＳ
１１３）。顔面変化情報取得部１１０は、色空間処理部１４０により色分解処理をされた
顔面変化情報に含まれる色成分から、前記生理状態の特徴が表れるＧ成分、および／また
は、紅斑指数、ヘモグロビン成分などの変換値を取得する。
【００４０】
　紅斑指数とは、皮膚の“赤み”の程度を皮膚の吸光率を用いて表した指数であり、たと
えばＲＧＢ情報から以下の数１に示した計算式で求められる指数である。
【００４１】
【数１】

【００４２】
　ヘモグロビン成分とは、皮膚をメラニン層とヘモグロビン層の２層モデルと仮定した際
に、皮膚のＲＧＢ情報から推定したヘモグロビン量と連動する値である。
【００４３】
　次に、対象者の動きを検知した時の顔面データに基づいて、生理状態判定部１３０が、
対象者の生理状態を判定する（ステップＳ１１４）。生理状態判定部１３０は、対象者の
動きの前後における、顔面変化情報取得部１１０が顔面データから取得した生理状態の特
徴が表れる成分、および／または、変換値に基づいて、対象者の血圧、脈拍、心拍、自律
神経系の低下又は亢進などの、対象者の精神又は身体の生理状態を判定することができる
。
【００４４】
　次に、制御部１００は、生理状態判定部１３０による対象者の精神又は身体の生理状態
の判定結果を出力部（不図示）に出力して（ステップＳ１１５）、処理を終了する。
【００４５】
　（４）特徴
　（４－１）
　本実施形態に係る判定システム１に含まれる制御部１００は、顔面変化情報取得部１１
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０と、動き検知部１２０と、生理状態判定部１３０と、を備える。顔面変化情報取得部１
１０は、対象者の顔面データの時系列変化を示す顔面変化情報を取得する。動き検知部１
２０は、対象者の動きを検知する。生理状態判定部１３０は、対象者の動きを検知した時
の顔面データに基づいて、対象者の精神又は身体の生理状態を判定する。
【００４６】
　この判定システム１では、対象者の精神又は身体の生理状態を簡易に判定することがで
きる。また、この判定システムでは、例えば、高価な連続血圧計などの機器を使用しなく
ても、安価に対象者の精神又は身体の生理状態を判定することができる。
【００４７】
　（４－２）
　本実施形態に係る判定システム１では、顔面変化情報取得部１１０は、顔面データとし
て、対象者の副鼻腔周辺、および／または、前額部の画像データを取得する。
【００４８】
　この判定システム１では、顔面で特に大きな血管が存在する領域のデータを取得するこ
とで、対象者の精神又は身体の生理状態を簡易に判定することができる。
【００４９】
　（４－３）
　本実施形態に係る判定システム１では、顔面データは、対象者の顔色に関するデータで
ある。
【００５０】
　この判定システム１では、対象者の顔色がわかることで、対象者の精神又は身体の生理
状態を簡易に判定することができる。
【００５１】
　（４－４）
　本実施形態に係る判定システム１では、顔面変化情報取得部１１０は、対象者の顔面変
化情報を、Ｒ成分、Ｇ成分及びＢ成分の３つの色成分に分解する色分解処理を行う色空間
処理部１４０を有する。
【００５２】
　この判定システム１では、対象者の精神又は身体の生理状態を判定することができる。
【００５３】
　（４－５）
　本実施形態に係る判定システム１では、顔面変化情報取得部１１０は、色分解処理をし
た顔面変化情報に含まれる色成分から、Ｇ成分、および／または、紅斑指数、ヘモグロビ
ン成分などの変換値を取得する。
【００５４】
　この判定システム１では、対象者の顔色の変化を検出しやすい撮影画像データの色成分
を用いることで、対象者の精神又は身体の生理状態を簡易に判定することができる。
【００５５】
　（４－６）
　本実施形態に係る判定システム１では、対象者の動きは、対象者の頭部等の高さ変化を
含む動きである。
【００５６】
　この判定システム１では、対象者の動作が検知しやすくなることで、対象者の精神又は
身体の生理状態を簡易に判定することができる。
【００５７】
　（４－７）
　本実施形態に係る判定システム１では、顔面記録用カメラ２００は、非接触で対象者を
撮影する。
【００５８】
　この判定システム１では、測定者及び対象者の負担を軽減できる。
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【００５９】
　（４－８）
　本実施形態に係る判定システム１では、生理状態は、対象者の血圧、脈拍、心拍、自律
神経系の低下又は亢進を含む。
【００６０】
　この判定システム１では、様々な生理状態を判定できる。
【００６１】
　（５）変形例
　（５－１）変形例１Ａ
　判定システム１では、顔面記録用カメラ２００と、顔位置記録用カメラ３００との２台
のカメラを用いて第１撮影画像データ、および、第２撮影画像データを得ていたが、１台
のカメラを用いて第１撮影画像データ、および、第２撮影画像データを得るようにしても
よい。
【００６２】
　（５－２）変形例１Ｂ
　本実施形態において顔面記録用カメラ２００は赤外線カメラであっても良い。これによ
り外部環境の明暗によらずに、第１撮影画像データを得ることができる。この場合、赤外
線カメラからのデータは、波長帯が一つなので、ステップＳ１１２は実行せずに、ステッ
プＳ１１３に進む。なお、赤外線カメラが、複数波長カメラの場合は、波長帯が複数なの
で、ステップＳ１１２において、色空間処理部１４０は、顔面変化情報を、赤外線波長帯
に含まれる１つ以上の所定の波長帯成分に分解する分解処理を行う。
【００６３】
　そして、ステップＳ１１３において、顔面変化情報取得部１１０は、分解処理により生
成された、顔面変化情報に含まれる所定の波長帯成分から、前記生理状態の特徴が表れる
成分を取得する。
【００６４】
　さらにステップＳ１１４において、対象者の動きの前後における、顔面変化情報取得部
１１０が顔面データから取得した生理状態の特徴が表れる成分に基づいて、対象者の血圧
、脈拍、心拍、自律神経系の低下又は亢進などの、対象者の精神又は身体の生理状態を判
定することができる。
【００６５】
　（５－３）変形例１Ｃ
　判定システム１は、顔面記録用カメラ２００、および、顔位置記録用カメラ３００の少
なくともいずれかと、対象者と、に接触することで、両者の距離を一定に保つことができ
るガイド部をさらに備えていてもよい。これにより、対象者を一定の距離で撮影すること
ができるため、判定システム１の判定精度が向上する。
【００６６】
　＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態に係る判定システム２について、判定システム１との相違を中心に
説明をする。図６は、判定システム２を示す図である。判定システム１と判定システム２
との相違点は、判定システム２が、精神又は身体の生理状態の判定に、対象者の指先表面
の画像データを用いる点である。なお、各実施形態の間で対応する構成には、同一の参照
符号を付して説明を省略する。
【００６７】
　（１）全体構成
　判定システム２は、制御部１０１と、指先記録用カメラ４００とを備えている。制御部
１０１は、指先変化情報取得部１１１と、動き検知部１２１と、生理状態判定部１３０と
を備えている。
【００６８】
　指先記録用カメラ４００は、対象者の指先の表面の画像を撮影し、第３撮影画像データ



(9) JP 6943319 B2 2021.9.29

10

20

30

40

50

として指先変化情報取得部１１１、および、動き検知部１２１に入力する。
【００６９】
　（２）詳細構成
　（２－１）指先変化情報取得部
　指先変化情報取得部１１１は、対象者の指先データの時系列変化を示す指先変化情報を
取得する体表面変化情報取得部である。具体的には、指先変化情報取得部１１１は、指先
記録用カメラ４００により撮影された第３撮影画像データを、対象者の指先表面の色に関
する体表面データである指先データとして時系列に沿って記録し、指先データの時系列変
化を示す指先変化情報である指先変化情報を取得する。
【００７０】
　また、指先変化情報取得部１１１は、顔面変化情報取得部１１０と同様に色空間処理部
１４０を有する。色空間処理部１４０は、指先変化情報を、Ｒ成分、Ｇ成分、および、Ｂ
成分の３つの色成分に分解する色分解処理を行う。
【００７１】
　指先変化情報取得部１１１は、色空間処理部１４０により色分解処理をされた指先変化
情報に含まれる色成分から、生理状態の特徴が表れる成分、および／または、変換値を取
得する。
【００７２】
　（２－２）動き検知部
　動き検知部１２１は、第３撮影画像データに基づいて対象者の動きを検知する。具体的
には、動き検知部１２１は、指先変化情報取得部１１１が取得した生理状態の特徴が表れ
る色成分、および／または、変換値に、対象者の動きを示す所定のパターンが含まれるか
否か検知し、所定のパターンが検知された場合に対象者の動きがあったものと判断する。
【００７３】
　ここで、対象者の動きを示す所定のパターンとして、動き検知部１２１は、例えば、所
定時間内でＲ成分が所定量以上の減少するパターンを用いることができる。このパターン
は、起立動作にともない自律神経が作用する前に物理的に指先の血流量が減少する現象が
発生したことを示すものである。動き検知部１２１は、このパターンがＲ成分から検知さ
れることにより、対象者の動き（起立動作）があったものと判断できる。
【００７４】
　（２－３）生理状態判定部
　生理状態判定部１３０は、動き検知部１２１が対象者の動きを検知した時の指先データ
に基づいて、対象者の精神又は身体の生理状態を判定する。より詳細には、生理状態判定
部１３０は、指先変化情報取得部１１１が取得した生理状態の特徴が表れる成分、および
／または、変換値に基づいて、対象者の精神又は身体の生理状態を判定する。生理状態は
、対象者の血圧、脈拍、心拍、自律神経系の低下又は亢進を含む。
【００７５】
　（２－４）指先記録用カメラ
　指先記録用カメラ４００は、対象者の指先表面を撮影する第３撮影部である。指先記録
用カメラ４００は、センサ４０１と、レンズ４０２と、照明４０３と、を備える。
【００７６】
　センサ４０１は、レンズ４０２を介して指先表面の画像を取得する。指先記録用カメラ
４００は、センサ４０１により取得された画像を指先変化情報取得部１１１、および、動
き検知部１２１に入力する。照明４０３は、画像撮影に際して、対象者の指に光を照射す
る。レンズ４０２と照明４０３とは、指先が同時に接触できる位置に隣接して配置される
。
【００７７】
　図７は、指先記録用カメラ４００により対象者の指先表面を撮影する様子を示す概略図
である。指先記録用カメラ４００が第３撮影画像データを取得する際には、対象者は、図
７に示されるように、指先表面をレンズ４０２、および、照明４０３に接触させる。これ
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により、照明４０３から照射された光は、指先表面を透過した後、レンズ４０２を介して
センサ４０１により取得される。
【００７８】
　スマートフォンに付属するフラッシュ（照明）付きのデジタルカメラが、指先記録用カ
メラ４００として用いられてもよい。この場合、フラッシュが、照明４０３として用いら
れる。
【００７９】
　（３）全体動作
　図２Ａに示した対象者の動作を例にして制御部１０１の処理について説明する。
【００８０】
　図８は、制御部１０１の処理の流れを示す。
【００８１】
　制御部１０１の処理開始時に、対象者は、指先表面を指先記録用カメラ４００に接触さ
せた状態で椅子に座っている（坐位）。制御部１０１が処理を開始すると、指先記録用カ
メラ４００から指先変化情報取得部１１１、および、動き検知部１２１に第３撮影画像デ
ータが入力される。
【００８２】
　指先表面を指先記録用カメラ４００に接触させた状態のまま、対象者が椅子に座った状
態から立ち上がると（起立動作）、指先記録用カメラ４００から動き検知部１２１に入力
される第３撮影画像データに基づき、動き検知部１２１が、対象者の動きを検知する（ス
テップＳ２１１）。
【００８３】
　次に、指先記録用カメラ４００から指先変化情報取得部１１１に入力される第３撮影画
像データに基づき、指先変化情報取得部１１１が、対象者の指先データの時系列変化を示
す指先変化情報を取得する（ステップＳ２１２）。指先変化情報取得部１１１の色空間処
理部１４０は、指先変化情報を、Ｒ成分、Ｇ成分及びＢ成分の３つの色成分等に分解する
色分解処理を行う。
【００８４】
　次に、指先変化情報取得部１１１は、取得された指先変化情報を解析する（ステップＳ
２１３）。指先変化情報取得部１１１は、色空間処理部１４０により色分解処理をされた
指先変化情報に含まれる色成分から、前記生理状態の特徴が表れるＲ成分、および／また
は、紅斑指数、ヘモグロビン成分などの変換値を取得する。
【００８５】
　次に、対象者の動きを検知した時の指先データに基づいて、生理状態判定部１３０が、
対象者の生理状態を判定する（ステップＳ２１４）。具体的には、生理状態判定部１３０
は、対象者の動きの前後における、指先変化情報取得部１１１が指先データから取得した
生理状態の特徴が表れる成分、および／または、変換値に基づいて、対象者の血圧、脈拍
、心拍、自律神経系の低下又は亢進などの、対象者の精神又は身体の生理状態を判定する
ことができる。
【００８６】
　次に、制御部１０１は、生理状態判定部１３０による対象者の精神又は身体の生理状態
の判定結果を出力部（不図示）に出力して（ステップＳ２１５）、処理を終了する。
【００８７】
　（４）特徴
　（４－１）
　判定システム２では、体表面データは、対象者の指先の表面から得られるデータである
。
【００８８】
　このため、判定システム２では、簡単な操作により精神又は身体の生理状態の判定結果
を得ることができる。
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【００８９】
　（４－２）
　判定システム２では、指先記録用カメラ４００を指先に接触させることで指先データを
取得することができる。
【００９０】
　このため、判定システム２では、環境光や対象者等の動きの影響を抑制でき、簡単な操
作により指先データを得ることができる。
【００９１】
　（４－３）
　判定システム２では、動き検知部１２１は、指先データに基づいて対象者の動きを検知
する。
【００９２】
　判定システム２は、対象者の位置記録用のカメラが不要であるため、構造がシンプルと
なり、製造コストが抑制される。
【００９３】
　（５）変形例
　（５－１）変形例２Ａ
　判定システム２では、ステップＳ２１３において、指先変化情報取得部１１１が指先変
化情報から取得する色成分は、Ｒ成分とした。これは、Ｒ成分が、生体を透過しやすく、
照明４０３の光量が十分でない場合でもセンサ４０１での検出がしやすいという性質を有
するためである。
【００９４】
　このため、光量を十分に確保できるといった、Ｒ成分を用いなくてもセンサ４０１での
検出が可能である場合には、指先変化情報取得部１１１が指先変化情報から取得する色成
分は、Ｒ成分以外のＧ成分やＢ成分であってもよい。
【００９５】
　（５－２）変形例２Ｂ
　指先記録用カメラ４００は、顔面記録用カメラ２００と同様に赤外線カメラであっても
よい。
【実施例１】
【００９６】
　図２Ａに示した動作を対象者に行わせて、第１実施形態に係る判定システム１により、
生理状態の判定を行った。あわせて、判定システム１の評価のために、連続血圧計による
血圧、および、心拍数の測定を同時に行った。
【００９７】
　今回のテストでは、測定機器として、連続血圧計には、Finapres製のBP Monitor Ohmed
aを使用した。記録装置には、横河電気製のデジタルオシロDL1640を使用した。顔面記録
用カメラ２００には、Panasonic製 カメラ A1Hを使用した。顔位置記録用カメラ３００に
は、Watec製 カメラ WAT-01U2を使用した。連続血圧計は接触式である。
【００９８】
　なお、連続血圧計は、今回のテストで用いているが、図１の全体システムの構成要件で
はない。
【００９９】
　図３Ａ～図３Ｄは、今回のテストの測定結果の一例を示す。
【０１００】
　対象者は、年齢が３４歳、性別が男性の健常者である。
【０１０１】
　図３Ａは、連続血圧計で対象者の血圧を測定した結果を示す。縦軸が血圧（ｍｍＨｇ）
、横軸が時間（秒）を示す。
【０１０２】
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　図３Ｂは、脈拍数から対象者の心拍数を推定した結果を示す。縦軸が心拍数（回／分）
、横軸が時間（秒）を示す。
【０１０３】
　図３Ｃは、制御部１００により得られた対象者の顔色の変化を示す。縦軸が、顔面記録
用カメラ２００から入力された第１撮影画像データから得た顔面変化情報を色分解処理す
ることにより得られたＧｒｅｅｎ成分を示す。縦軸が顔面データに含まれるＧｒｅｅｎ成
分、横軸が時間（秒）を示す。Ｇｒｅｅｎ成分は、第１撮影画像データの所定範囲に含ま
れる複数の画素における、Ｇｒｅｅｎ成分の画素値（階調）の平均である。
【０１０４】
　図３Ｄは、判定システム１００により得られた対象者の顔の高さの変化を示す。縦軸が
、顔位置記録用カメラ３００が撮影した第２撮像画像データにおける顔の、０秒を原点と
した第２撮像画像データ中の高さ座標を示す。横軸が時間（秒）を示す。
【０１０５】
　図３Ｄに示すように、坐位時間が０秒で顔の高さは０である。次に測定が開始されると
、時間０～３０秒まで対象者が椅子に座り安静にしているので、顔の高さは０のままであ
る。測定が開始されて３０秒後に、対象者が起立動作をすると、顔の高さは約９００画素
になる。その後、対象者は立ったまま６０秒間安静にしているので、時間３０～９０秒の
間、顔の高さは約９００画素のままである。
【０１０６】
　図３Ａ～図３Ｃで、測定開始後３０秒前後の縦線は、対象者が椅子に座った状態から立
ち上がったタイミングを示す。
【０１０７】
　図３Ａに示すように、対象者が測定開始から３０秒経過後に立ち上がって、時間３０～
４０秒までの間に血圧が低下している。その後４０秒から５０秒の間に血圧が上昇し、時
間０～３０秒の坐位の時の血圧と同程度に戻っている。
【０１０８】
　図３Ｂに示すように、対象者が測定開始から３０秒経過後に立ち上がって、時間３０～
５０秒までの間に心拍数が上昇している。その後測定開始から５０秒経過後に心拍数が減
少し、時間０～３０秒の坐位の時の心拍数と同程度に戻っている。
【０１０９】
　図３Ｃに示すように、対象者が測定開始から３０秒経過後に立ち上がって、時間３０～
４０秒までの間に顔色のＧｒｅｅｎ成分が増加方向に変化している。これは、対象者が椅
子に座った状態から立ち上がると、血圧が低下して、顔色が青くなっていることを示す。
その後４０秒から５０秒の間に顔色のＧｒｅｅｎ成分が一旦減少し、再度増加している。
測定開始から５０秒以上経過すると、顔色のＧｒｅｅｎ成分は時間０～３０秒の坐位の時
と同程度に戻っている。
【０１１０】
　このように対象者の顔の高さが変化したタイミングで、血圧、心拍数、顔色が変化して
いる。
【０１１１】
　今回のテストで、顔面記録用カメラ２００で得られた顔面データに基づく顔色に関する
データと、血圧や心拍数を接触式で測定したデータとが合致することが確認された。
【０１１２】
　図３Ｃに示すように、健常者は椅子に座った状態から立ち上がると、顔色のＧｒｅｅｎ
成分が増加して顔色が変化するが、その後すぐに顔色のＧｒｅｅｎ成分が減少して顔色が
元に戻っている。
【０１１３】
　ここで、起立性低血圧の検出では、体位変化時の血圧の変化を測定する必要がある。健
常者では体位変化によって、血圧は一時的に低下し短時間で元に戻る。この生理的な反応
によりいわゆる「立ちくらみ」が防止される。また心拍数は逆に上昇し徐々に元に戻る。
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それに対して顔色は血圧とほぼ同じ変化をするので、本実施形態の判定システム１は、例
えば、非接触で安価な起立性低血圧の検出として有効である。具体的には、判定システム
１では、生理状態判定部１３０は、顔面変化情報に基づいて、顔色のＧｒｅｅｎ成分が対
象者の起立動作により増加してから坐位と同程度へ戻るまでの時間を求めて、これを所定
の基準時間と比較する。生理状態判定部１３０は、顔色のＧｒｅｅｎ成分が坐位と同程度
へ戻るまでの時間が、基準時間よりも長い場合に、対象者に起立性低血圧のおそれがある
ことを判定ができる。
【実施例２】
【０１１４】
　図４Ａ～図４Ｄは、今回のテストの測定結果の他の例を示す。
【０１１５】
　対象者は、年齢が３３歳、性別が男性の健常者である。図４Ａ～図４Ｄの対象者の測定
結果は、図３Ａ～図３Ｄとほぼ同じ測定結果が得られた。
【実施例３】
【０１１６】
　図５Ａ～図５Ｄは、今回のテストの測定結果の他の例を示す。
【０１１７】
　対象者は、年齢が５２歳、性別が男性の健常者である。図５Ａ～図５Ｄの対象者の測定
結果は、図３Ａ～図３Ｄとほぼ同じ測定結果が得られた。
【実施例４】
【０１１８】
　第２実施形態に係る判定システム２により、生理状態の判定を行った。あわせて、判定
システム２の評価のために、連続血圧計による血圧の測定を同時に行った。
【０１１９】
　判定システム２の判定で、対象者は、椅子に座り６０秒間安静にし（坐位）、測定者が
起立指示をすると、起立動作を経た後、立った状態で６０秒間安静にする（立位）という
動作を５回行った。それぞれの回の間では、対象者は十分な休憩をとった。
【０１２０】
　実施例４に係るテストでは、測定機器として、連続血圧計には、Finapres製のBP Monit
or Ohmedaを使用した。記録装置には、横河電気製のデジタルオシロDL1640を使用した。
指先記録用カメラ４００には、Apple製 iPhone（登録商標） 6sに付属するデジタルカメ
ラを使用した。連続血圧計は接触式である。
【０１２１】
　撮影時は、指先記録用カメラ４００のレンズ横の正面をＯＮとした。また、指先記録用
カメラ４００での撮影には、iPhone 6sに標準でインストールされているカメラアプリを
用いた。撮影条件は720p、240fpsとし、コーデックはH.264（可逆圧縮）とした。指先記
録用カメラ４００は、判定の間、対象者が心臓の高さに保持した。
【０１２２】
　実施例４に係る判定システム２では、Ｒ成分、Ｇ成分、および、Ｂ成分を用いて数１に
示した式から紅斑指数を求めた。
【０１２３】
　なお、連続血圧計は、今回のテストで用いているが、判定システム２の構成要件ではな
い。　図９Ａ～９Ｅは、実施例４のテストの１～５回目の測定結果を示す。
【０１２４】
　対象者は、年齢が３４歳、性別が男性の健常者である。
【０１２５】
　図９Ａ～９Ｅはそれぞれ、上から順に、血圧、Ｒ成分、Ｇ成分、Ｂ成分、紅斑指数を示
す。
【０１２６】
　血圧は、連続血圧計で対象者の血圧を測定した結果であり、縦軸が血圧（ｍｍＨｇ）、
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横軸が時間（秒）を示す。
【０１２７】
　Ｒ成分、Ｇ成分、および、Ｂ成分は、指先記録用カメラ４００で得られた指先データか
ら指先変化情報取得部１１１により得られた値であり、縦軸が各色成分、横軸が時間（秒
）を示す。各色成分は、第３撮影画像データの所定範囲に含まれる複数の画素における、
各色成分の画素値（階調）の平均である。
【０１２８】
　紅斑指数は、Ｒ成分、Ｇ成分、および、Ｂ成分から指先変化情報取得部１１１により得
られた値であり、縦軸が紅斑指数、横軸が時間（秒）を示す。
【０１２９】
　図９Ａ～９Ｅに示されるように、対象者が測定開始から６０秒経過後に立ち上がると、
血圧は、時間６０～７０秒までの間に低下している。その後、血圧は、７０秒～８０秒の
間に上昇し、時間０～６０秒の坐位の時と同程度に戻っている。
【０１３０】
　図９Ａ～９Ｅに示されるように、対象者が測定開始から６０秒経過後に立ち上がって、
時間６０～７０秒までの間にＲ成分が増加方向に変化している。これは、対象者が椅子に
座った状態から立ち上がると、血圧が低下して、指先の色が赤くなっていることを示す。
その後７０秒から８０秒の間にＲ成分が一旦減少し、再度増加している。測定開始から９
０秒を経過すると、Ｒ成分は時間０～６０秒の坐位の時と同程度に戻っている。そして、
Ｒ成分、Ｇ成分、および、Ｂ成分から得られた紅斑指数についても同様の傾向がみられた
。
【０１３１】
　実施例４のテストにより、指先記録用カメラ４００で得られた指先データに基づくデー
タと、血圧を接触式で測定したデータとが合致することが確認された。また、これにより
、判定システム２を用いても、判定システム１と同様に、起立性低血圧の判定が可能であ
ることが確認された。
【０１３２】
　なお、実施例４のテストでは、図９Ｂに示された、第２回のテストを除いてＧ成分の検
出値がゼロに近い値となった。これは、Ｒ成分以外のＧ成分、および、Ｂ成分が生体を透
過しにくく、十分な量の光がセンサ４０１まで達しなかったためと考えられる。
【０１３３】
　以上、本開示の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示の趣旨及び
範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう
。
【符号の説明】
【０１３４】
１、２　判定システム
１００、１０１　制御部
１１０　顔面変化情報取得部（体表面変化情報取得部）
１１１　指先変化情報取得部（体表面変化情報取得部）
１２０　動き検知部
１３０　生理状態判定部
１４０　色空間処理部
２００　顔面記録用カメラ（第１撮影部）
３００　顔位置記録用カメラ（第２撮影部）
４００　指先記録用カメラ
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１３５】
【特許文献１】実用新案登録３１２１８４２号公報



(15) JP 6943319 B2 2021.9.29

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図４Ａ】



(16) JP 6943319 B2 2021.9.29

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図４Ｄ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】



(17) JP 6943319 B2 2021.9.29

【図６】 【図７】

【図８】

【図９Ａ】 【図９Ｂ】



(18) JP 6943319 B2 2021.9.29

【図９Ｃ】 【図９Ｄ】

【図９Ｅ】



(19) JP 6943319 B2 2021.9.29

10

フロントページの続き

(72)発明者  平山　喬弘
            大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号　梅田センタービル　ダイキン工業株式会社内
(72)発明者  松原　聡
            大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号　梅田センタービル　ダイキン工業株式会社内
(72)発明者  新井　潤一郎
            大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号　梅田センタービル　ダイキン工業株式会社内

    審査官  亀澤　智博

(56)参考文献  特表２０１５－５０６１８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１９８１９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－０５４２２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              韓国公開特許第１０－２０１９－００５０７２５（ＫＲ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１８／１６３３６１（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／００　　－　５／１８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

